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(57)【要約】
【課題】フロントパネルにおける導電性シールドの除去
幅を小さくし、不要輻射を漏洩しにくくする。
【解決手段】内視鏡制御装置のフロントパネル５１の内
面を、導電性シールド５９によって被覆する。フロント
パネル５１は、第１及び第２の挿通口３１、３２を備え
る。第１及び第２の挿通口３１、３２それぞれは、電気
コネクタ１７、ライトガイドコネクタ１８それぞれを挿
通させる。第１及び第２の挿通口３１、３２それぞれは
、フロントパネル５１に穿設された開口部と、その開口
部の縁部を構成するフロントパネル５１の内面から後方
に向けて突出する環状突出部６１Ａ、６１Ｂによって構
成される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フロントパネルによって前面が構成される筐体と、
　前記フロントパネルの内面に被覆される導電性シールドと、
　前記フロントパネルに穿設された開口部と、その開口部の縁部を構成する前記フロント
パネルの内面から後方に向けて突出する環状突出部とによって構成され、電気コネクタ又
はライトガイドコネクタが挿通される挿通口と
　を備える内視鏡制御装置。
【請求項２】
　前記導電性シールドは、前記環状突出部の基端に接するように前記フロントパネルの内
面に被覆されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項３】
　前記フロントパネルの内面を背面側から見たとき、前記開口部の縁部において前記導電
性シールドによって被覆されていない部分は、２ｍｍ以下の幅であることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項４】
　前記環状突出部の先端の内周と、前記導電性シールドとの間の沿面距離が、６ｍｍ以上
であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項５】
　前記環状突出部の厚さは１ｍｍ以上であるとともに、前記環状突出部の高さは５ｍｍ以
上であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項６】
　前記環状突出部は、前記環状突出部の基端を構成し外径が相対的に小さい第１の環状部
と、前記第１の環状部の上に設けられた外径が相対的に大きい第２の環状部とを備えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡制御装置。
【請求項７】
　前記挿通口として、前記電気コネクタを挿通させる第１の挿通口と、前記ライトガイド
コネクタを挿通させる第２の挿通口が設けられることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡制御装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フロントパネルによって外部への不要輻射を低減させることが可能な内視鏡
制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子内視鏡は、体内に挿入される挿入部を有し、その挿入部の先端にＣＣＤ等の固体撮
像素子が配設されるとともに、ビデオプロセッサ等の内視鏡制御装置に、電気コネクタに
よって電気的に接続されて使用されるのが一般的である。電気コネクタは、固体撮像素子
で得られた画像信号を内視鏡制御装置に伝送し、さらには内視鏡制御装置から電子内視鏡
に電力を供給するために使用される。
【０００３】
　また、内視鏡制御装置には光源が設けられる場合があるが、このような場合、内視鏡に
挿入されたライトガイドの端部は、電気コネクタとともに内視鏡制御装置に接続される。
内視鏡制御装置のフロントパネルには、電気コネクタやライトガイド端部をプロセッサ内
部に挿通させるための開口部が設けられている。
【０００４】
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　一方、内視鏡制御装置の各種回路で発生した不要輻射が、他の電気機器等に悪影響を及
ぼさないように、フロントパネルの内面には、導電塗装等によって導電性シールドが施さ
れている。この導電性シールドは、外部ノイズの内視鏡制御装置内への侵入も防止する。
なお特許文献１には、電気機器において、筐体内面に導電性シールドが設けられ、電気機
器で発生した不要輻射が外部に漏洩しないようにする構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６１－１７４７９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、内視鏡制御装置のフロントパネルでは、電気コネクタやライトガイドと導電
性シールドとの間の絶縁を確保するために、開口部周辺の塗装を除去する必要がある。導
電性シールドと電気コネクタ等との間は、３０００Ｖ以上の絶縁耐圧を確保する必要があ
り、気中絶縁破壊耐力３５ｋｖ／ｃｍと安全率を考慮して、塗装の除去幅は通常８～１０
ｍｍ程度に設定される。
【０００７】
　しかし、導電塗装がこのような大きな範囲で除去されていると、その開口部周辺から不
要輻射が外部に漏洩し、さらには、外部ノイズがその開口部周辺から制御装置内部に侵入
することがある。
【０００８】
　そこで、本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、導電性シールドとコネ
クタやライトガイドとの間の絶縁を確保しつつ、不要輻射の外部への漏洩や外部ノイズの
内部侵入を低減することが可能な内視鏡制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る内視鏡制御装置は、フロントパネルによって前面が構成される筐体と、フ
ロントパネルの内面に被覆される導電性シールドと、フロントパネルに穿設された開口部
と、その開口部の縁部を構成するフロントパネルの内面から後方に向けて突出する環状突
出部とによって構成され、電気コネクタ又はライトガイドコネクタが挿通される挿通口と
を備えることを特徴とする。
【００１０】
　導電性シールドは、環状突出部の基端に接するようにフロントパネルの内面に被覆され
ることが好ましく、導電性シールドは、環状突出部の外周を被覆していないほうが良い。
【００１１】
　また、フロントパネルの内面を背面側から見たとき、開口部の縁部において導電性シー
ルドによって被覆されていない部分は、２ｍｍ以下の幅であることが好ましい。一方、環
状突出部の先端の内周と、導電性シールドとの間の沿面距離は、６ｍｍ以上であったほう
が良い。そして、環状突出部の厚さは、例えば、１ｍｍ以上であるとともに、環状突出部
の高さは、５ｍｍ以上とされる。
【００１２】
　環状突出部は、環状突出部の基端を構成し外径が相対的に小さい第１の環状部と、第１
の環状部の上に設けられた外径が相対的に大きい第２の環状部とを備えていても良い。挿
通口として例えば、電気コネクタを挿通させる第１の挿通口と、ライトガイドコネクタを
挿通させる第２の挿通口が設けられる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、フロントパネルの開口部に環状突出部が設けられたことによって、導電性
シールドと電気コネクタ等との絶縁を確保しつつ、導電性シールドの除去幅を小さくし、
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不要輻射の外部への漏洩や外部ノイズの内部侵入を低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】内視鏡システム全体の構成を示す模式図である。
【図２】内視鏡システムを示すブロック図である。
【図３】プロセッサの斜視図である。
【図４】フロントパネル内面を示す正面図である。
【図５】電気コネクタ及びライトガイドコネクタが挿通された第１及び第２の挿通口を示
す斜視図である。
【図６】電気コネクタが挿通された第１の挿通口を示す断面図である。
【図７】第２の実施形態における第１の挿通口を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。図１は、本発明の第１の
実施形態に係る内視鏡システムの全体を示す概略図である。内視鏡システムは、電子内視
鏡１０と、プロセッサ（内視鏡制御装置）３０と、モニタ７０とを備える。
【００１６】
　電子内視鏡１０は、プロセッサ３０に着脱自在に接続されるコネクタユニット１１と、
体内に挿入される挿入部１４と、挿入部１４に接続され、使用者に把持されて内視鏡１０
を操作するための操作部１３と、コネクタユニット１１と操作部１３とを連結するユニバ
ーサルコード１２とを備える。コネクタユニット１１には、電子内視鏡１０に電力を供給
するとともに、電子内視鏡１０で得られた画像信号をプロセッサ３０に伝送するための電
気コネクタ１７が設けられる。
【００１７】
　電子内視鏡１０には、ライトガイド１６（図２参照）が挿入されている。ライトガイド
１６の一端は、挿入部１４の先端部１５に配置されるとともに、他端はコネクタユニット
１１においてライトガイドコネクタ１８として構成される。ライトガイドコネクタ１８及
び電気コネクタ１７は、コネクタユニット１１の背面から突出する。
【００１８】
　コネクタ１７、１８それぞれは、プロセッサ３０のフロントパネル５１に設けられた第
１及び第２の挿通口３１、３２を通って、プロセッサ３０の筐体５０内部に挿入される。
筐体５０内部に挿入されたコネクタ１７、１８それぞれの先端部は、筐体５０内部に設け
られた電気コネクタ受け部５７、ライトガイドコネクタ受け部５８（図３参照）に差し込
まれる。コネクタユニット１１（すなわち、コネクタ１７、１８）は、プロセッサ３０に
着脱自在に接続される。
【００１９】
　図２は、本実施形態の内視鏡システムの回路構成を示すブロック図である。図２に示す
ように、プロセッサ３０は、内視鏡システム全体を制御するシステムコントロール回路３
３と、電子内視鏡１０およびプロセッサ３０に電力を供給する電源回路３４と、画像信号
を適宜処理するための回路３５～３８と、絶縁回路３９と、画像メモリ４０を備える。こ
れら回路３３～３９及びメモリ４０は、例えば不図示の回路基板上に実装されて、筐体５
０内部に配置される。
【００２０】
　プロセッサ３０は、光源装置も兼ねるものであって、筐体５０内部にさらに、ランプ（
光源）４１と、光源４１を制御するためのランプ制御回路４２とを備える。光源４１から
の照明光は、集光レンズ４３を介して、ライトガイドコネクタ１８からライトガイド１６
に入射される。プロセッサ３０にはさらに、光源４１のオンオフボタン、輝度調整ボタン
、カラーバランス調整ボタン等の各種スイッチ４５が設けられる。各種スイッチ４５は、
操作されることによって、光源等の光量や、回路３５～３７で行われる各種画像処理の設
定が適宜変更される。
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【００２１】
　絶縁回路３９は、例えばフォトカプラ等で構成され、電子内視鏡１０から入力された画
像信号を別の媒体（例えば光）に一時的に変換して伝送するものである。また、電源回路
３４からの電力は、絶縁トランス（不図示）を介して、プロセッサ３０に接続された電気
コネクタ１７（図１参照）に入力され、電子内視鏡１０へ供給される。これら絶縁回路３
９及び絶縁トランスは、電子内視鏡１０とプロセッサ３０とを電気的に絶縁するための部
材である。
【００２２】
　電子内視鏡１０の先端部１５には、ＣＣＤ等の固体撮像素子２１、対物レンズ２２、配
光レンズ２３が設けられる。また、コネクタユニット１１には、固体撮像素子２１を駆動
するための駆動回路や、信号処理回路等が取り付けられたＤＳＰ基板２４が設けられる。
【００２３】
　ライトガイド１６を介して先端部１５に送られた光源４１からの照明光は、配光レンズ
２３で拡散されて先端部１５から出射され、体内（被写体）を照射する。照明光で照射さ
れた被写体は、対物レンズ２２によって被写体像として固体撮像素子２１上に結像され、
固体撮像素子２１で光電変換された後、画像信号として、ＤＳＰ基板２４上の信号処理回
路に入力される。画像信号は、信号処理回路において信号処理が適宜施された後、電気コ
ネクタ１７（図１参照）を介して、プロセッサ３０に伝送される。
【００２４】
　プロセッサ３０に伝送された画像信号は、絶縁回路３９を介して前段処理回路３５に入
力され、前段処理回路３５において増幅及びＡ／Ｄ変換等の処理がなされ、デジタル画像
信号として画像メモリ４０に入力される。画像信号は、画像メモリ４０においてフレーム
単位で格納された後、そのフレーム単位毎にビデオ信号処理回路３６に出力され、次いで
、ビデオ信号処理回路３６において、輝度信号とカラー信号に変換される。キャラクタ重
畳回路３７は、ビデオ信号処理回路３６と連動して、出力画像に文字情報等の各種キャラ
クタが重畳されるように、画像信号にキャラクタ情報を付加する。
【００２５】
　輝度信号とカラー信号はビデオ信号処理回路３６から出力回路３８に出力され、出力回
路３８においてモニタ７０の規格に応じたビデオ信号（例えば、ＲＧＢビデオ信号等）に
変換された後、モニタ７０に出力される。これにより、モニタ７０では、固体撮像素子２
１で撮像された画像が体内の映像として表示される。
【００２６】
　図３は、第１の実施形態に係るプロセッサの斜視図である。プロセッサ３０の筐体５０
は、その前面、背面、底面それぞれを構成するフロントパネル５１、リアパネル５２、ベ
ース５３と、筐体５０の両側面及び上面を構成するコの字体５４とから構成される。筐体
５０は、ベース５３にパネル５１、５２が取り付けられたものに、コの字体５４が嵌め合
わされて形成される。
【００２７】
　フロントパネル５１の内面は、後述するように、導電性シールドによって被覆される。
フロントパネル５１の内面は、金属で形成されるベース５３や、金属等の導電材料で形成
されたコの字体５４の内面に、隙間ができないように接続される。これにより、フロント
パネル５１とベース５３やコの字体５４との間から、不要輻射が外部に漏洩し、または、
外部ノイズがそれらの間から筐体５０内部に侵入することが防止される。
【００２８】
　筐体５０内部において、フロントパネル５１内面に近接する位置に、各種スイッチ４５
が実装されたスイッチ基板（不図示）、電気コネクタ受け部５７、及びライトガイドコネ
クタ受け部５８が配置される。コネクタ受け部５７、５８は、不図示の絶縁体を介してベ
ース５３に取り付けられる。
【００２９】
　フロントパネル５１には、複数のスイッチ孔５５と、第１及び第２の挿通口３１、３２
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が設けられる。各スイッチ孔５５内部には、各種スイッチ４５の押しボタン等が配置され
、各種スイッチ４５が筐体５０外部から操作可能なようになっている。また、第１及び第
２の挿通口３１、３２それぞれは、筐体５０内部の電気コネクタ受け部５７及びライトガ
イドコネクタ受け部５８それぞれに対応する位置に配置される。
【００３０】
　次に、図４～６を用いてフロントパネル及び挿通口の構造を詳細に説明する。図４、５
に示すように、第１及び第２の挿通口３１、３２それぞれは、フロントパネル５１に穿設
された開口部６０Ａ、６０Ｂと、その開口部６０Ａ、６０Ｂの縁部を構成するフロントパ
ネル５１の内面から後方に向けて突出する環状突出部６１Ａ、６１Ｂによって構成される
。開口部６０Ａ、６０Ｂは円形の孔であるとともに、環状突出部６１Ａ、６１Ｂは円筒形
状を呈する。また、環状突出部６１Ａ、６１Ｂは、フロントパネル５１の内面に対して垂
直に突出する。
【００３１】
　図６に示すように、第１の挿通口３１において、環状突出部６１Ａ及び開口部６０Ａの
内径は等しく、また、環状突出部６１Ａは開口部６０Ａの最内縁部から突出し、これによ
り、環状突出部６１Ａ及び開口部６０Ａの内周面は面一になる。第２の挿通口３２におけ
る環状突出部６１Ｂ及び開口部６０Ｂも同様の構造を有し、それらの内周面は面一となる
。ただし、第１の挿通口３１の開口部６０Ａの内径は、第２の挿通口３２の開口部６０Ｂ
の内径より大きい。
【００３２】
　フロントパネル５１及び環状突出部６１Ａ、６１Ｂは、一体的に成形されており、プラ
スチック等の絶縁材料から形成される。プラスチックとしては、例えば絶縁破壊耐力が１
０～５０ｋＶ／ｍｍ程度である公知のエンジニアリングプラスチック等が使用される。
【００３３】
　フロントパネル５１の内面は、全面にわたって、導電性シールド５９で被覆されている
。これにより、環状突出部６１Ａ、６１Ｂの基端６２Ａ、６２Ｂの外周は、全周にわたっ
て、導電性シールド５９に接触する。ただし、環状突出部６１Ａ、６１Ｂの外周は導電性
シールド５９によって被覆されない。導電性シールド５９は、例えば導電性塗料が塗布さ
れて形成された導電性膜であって、その厚さは例えば２０～４０μｍ程度である。図４に
示すように、フロントパネル５１の内面を背面側から見ると、開口部６０Ａ、６０Ｂの縁
部において導電性シールド５９が被覆されていない部分は、環状突出部６１Ａ、６１Ｂが
設けられた部分に一致し、円環６１Ａ’、６１Ｂ’を呈する。
【００３４】
　図６に示すように、電気コネクタ受け部５７は、第１の挿通口３１の環状突出部６１Ａ
の先端６３Ａに対向するように配置される。電気コネクタ１７は、第１の挿通口３１を通
って筐体内部に挿入され、その挿入されたコネクタ１７の先端部が、電気コネクタ受け部
５７に差し込まれて、プロセッサ３０に接続される。ライトガイドコネクタ受け部５８（
図３参照）も、同様に、第２の挿通口３２の環状突出部６１Ｂの先端６３Ｂに対向するよ
うに設けられる。そして、第２の挿通口３２に挿通されたライトガイドコネクタ１８は、
ライトガイドコネクタ受け部５８に差し込まれて、光源４１に光学的に接続される。なお
、コネクタ１７、１８それぞれの直径（外径）は、環状突出部６１Ａ、６１Ｂそれぞれの
内径に略等しい。そのため、コネクタ１７、１８それぞれの外周面と、開口部６０Ａ、６
０Ｂ及び環状突出部６１Ａ、６１Ｂそれぞれの内周面との間には、殆ど隙間が生じない。
【００３５】
　環状突出部６１Ａ、６１Ｂの厚さＴ（すなわち、導電性シールド５９が被覆されていな
い円環６１Ａ’、６１Ｂ’の幅）は、不要輻射等を防ぐために、小さいほうが良く、２ｍ
ｍ以下であることが好ましい。ただし、環状突出部６１Ａ、６１Ｂの強度を考慮すると、
厚さＴは１ｍｍ以上であるほうが良い。したがって、厚さＴ（円環６１Ａ’、６１Ｂ’の
幅）は、１～２ｍｍ程度であることがより好ましい。なお、環状突出部６１Ａ、６１Ｂの
絶縁破壊耐力は上述した範囲であるため、厚さＴを１～２ｍｍ程度と薄くしても、導電性
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シールド５９と、コネクタ１７、１８は、環状突出部６１Ａ、６１Ｂによって十分に絶縁
される。
【００３６】
　環状突出部６１Ａの先端６３Ａの内周と、導電性シールド５９との間の沿面距離Ｌは、
６ｍｍ以上に設定される。これにより、電子内視鏡１０（電気コネクタ１７）と筐体５０
との間の絶縁耐圧が３０００Ｖ以上となり、これらの間の絶縁を確保可能となる。沿面距
離Ｌは、湿度などによる絶縁低下に対する安全率アップのためには８ｍｍ以上であること
が好ましく、８～１０ｍｍであることがさらに好ましい。
【００３７】
　上記したようにフロントパネル５１の内面に被覆された導電性シールド５９は、環状突
出部６１Ａの外周を被覆しないように、基端６２Ａの外周に接触する。そのため、上記沿
面距離Ｌは、先端６３Ａの内周と、導電性シールド５９に接触する基端６２Ａの外周との
環状突出部６１Ａ表面に沿う最短距離である。導電性シールド５９は薄く無視できる程度
であるため、上記沿面距離Ｌは、環状突出部６１Ａの高さＨと厚さＴの和に実質的に等し
くなる（Ｌ＝Ｈ＋Ｔ）。厚さＴと沿面距離Ｌが上記した範囲となるため、環状突出部６１
Ａの高さＨは、５ｍｍ以上であることが好ましく、６～９ｍｍであることがさらに好まし
い。
【００３８】
　なお、ライトガイドコネクタ１８の外周は金属で被覆されており、電子内視鏡１０と筐
体５０との絶縁を確保するために、ライトガイドコネクタ１８と導電性シールド５９の間
も、上記した絶縁耐圧が必要とされる。そのため、第２の挿通口３２における、環状突出
部６１Ｂの高さＴ及び沿面距離Ｌも、第１の挿通口３１と同様に設定される。
【００３９】
　以上のように、本実施形態では、開口部６０Ａ、６０Ｂの縁部において、導電性シール
ドが被覆されていない部分（円環６１Ａ’、６１Ｂ’）の幅を、小さくすることができる
。したがって、開口部６０Ａ、６０Ｂ周辺における不要輻射を低減することが可能である
とともに、開口部６０Ａ、６０Ｂ周辺における外来ノイズの侵入も低減することができる
。また、環状突出部６１Ａ、６１Ｂの高さをある程度の高さとすることにより、導電性シ
ールド５９と、コネクタ１７、１８との間の絶縁を確保することができる。
【００４０】
　また、本実施形態では、開口部６０Ａ、６０Ｂ内部にはコネクタ１７、１８が挿通され
るとともに、スイッチ孔５５の背面にはスイッチ基板（不図示）が配置される。したがっ
て、これらコネクタ１７、１８やスイッチ基板によって、開口部６０Ａ、６０Ｂやスイッ
チ孔５５から不要輻射が透過されるのが防止される。
【００４１】
　なお、本実施形態では、コネクタ１７、１８が差し込まれるコネクタ受け部５７、５８
は、環状突出部６１Ａ、６１Ｂの先端に対向するように設けられていたが、環状突出部６
１Ａ、６１Ｂの内部に配置されても良い。
【００４２】
　図７は、本発明の第２の実施形態における突出部の形状を示す断面図である。
　第１の実施形態において、環状突出部６１Ａ、６１Ｂは、先端から基端まで外径が等し
く円筒形に形成されたが、本実施形態に係る環状突出部６１Ａ、６１Ｂは、基端６２Ａ、
６２Ｂの外径が、基端６２Ａ、６２Ｂ以外の少なくとも一部の外径よりも小さくなる。以
下、本実施形態について第１の実施形態との相違点を説明するが、第１の実施形態におけ
る部材と同一の部材に関しては同一の符号を付す。なお、以下の説明では、電気コネクタ
が挿通される第１の挿通口３１について説明するが、第２の挿通口３２も同様であるので
、その説明は省略する。
【００４３】
　本実施形態に係る環状突出部６１Ａは、フロントパネル５１の内面に連設され、外径が
相対的に小さい円筒形の第１の環状部８１と、第１の環状部８１の上に連設され、外径が
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、８２の内径は、開口部６０Ａの内径に等しく、これらの内周面は第１の実施形態と同様
に、開口部６０Ａの内周面と面一になる。そのため、第１の環状部８１の厚さＴ１は第２
の環状部８２の厚さＴ２よりも小さくなる。
【００４４】
　本実施形態では、環状突出部６１Ａを厚さＴ１の円筒形としたときに比べて、延面距離
Ｌが、（Ｔ２－Ｔ１）×２の長さ分だけ長くなる。したがって、高さが低い環状突出部６
１Ａであっても、沿面距離Ｌを確保しやすくなる。また、フロントパネル５１を背面側か
ら見たとき、導電性シールド５９が形成されていない円環６１Ａ’（図４参照）は、第１
の環状部８１が設けられた部分に一致する。すなわち、円環６１Ａ’（図４参照）の幅は
厚さＴ１に等しくなり、その幅を小さくしやすくなる。なお、本実施形態でも、厚さＴ１
（すなわち、基端６２Ａにおける厚さ）は強度確保のために１ｍｍ以上であるとともに、
不要輻射等を効果的に低減するためには２ｍｍ以下であったほうが良く、１～２ｍｍ程度
であることがより好ましい。また沿面距離Ｌも第１の実施形態と同様である。
【００４５】
　本実施形態では、外径が相対的に小さい部分（第１の環状部８１）が環状突出部６１Ａ
の基端６２Ａを構成し、外径が相対的に大きい部分（第２の環状部８２）が環状突出部６
１Ａの先端６３Ａを構成する。しかし、基端６２Ａの外径よりも外径が大きくなる部分が
、先端６３Ａを構成する必要はなく、基端６２Ａと先端６３Ａの間の中途部分に配置され
ていても良い。例えば環状突出部６１Ａは、基端６２Ａを構成する第１の環状部と、第１
の環状部に上に連設され、外径が第１の環状部よりも大きい第２の環状部と、第２の環状
部の上に連設されて先端６３Ａを構成し、外径が第２の環状部よりも小さい第３の環状部
から構成されていても良い。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　電子内視鏡
　１１　コネクタユニット
　１７　電気コネクタ
　１８　ライトガイドコネクタ
　３０　プロセッサ（内視鏡制御装置）
　３１　第１の挿通口
　３２　第２の挿通口
　５０　筐体
　５１　フロントパネル
　５９　導電性シールド
　６０Ａ、６０Ｂ　開口部
　６１Ａ、６１Ｂ　環状突出部
　６２Ａ、６２Ｂ　基端
　６３Ａ、６３Ｂ　先端
　８１　第１の環状部
　８２　第２の環状部
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